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平成28年１月12日 

各 位 

会 社 名 株式会社キタムラ 

代表者名 代表取締役社長 浜田 宏幸 

 （コード：２７１９ 東証第二部） 

問合せ先 取締役管理部長 菅原 孝行 

 （TEL．０４５－４７６－０７７７） 

 

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

株式会社キタムラ（以下、「当社」といいます。）は、完全子会社である株式会社キタムラビジネスソ

リューション（以下「キタムラビジネスソリューション」といいます。）を、平成28年４月１日をもって

吸収合併（以下、本合併）することを、本日開催の当社取締役会において決議いたしましたのでお知らせ

いたします。 

 また、本合併は、当社 100％出資の完全子会社を対象とする簡易合併・略式合併であるため、開示事

項・内容を一部省略して開示しております。 

記 

 

１．本合併の目的 

経営資源の集中と管理の合理化を図り、事業グループの成長戦略実現のための組織体へと変革するた

めに当社がキタムラビジネスソリューションを吸収合併することといたしました。 

 

２．本合併の要旨 

(1) 合併の日程 

合併取締役会決議日····················平成28年１月12日 

合併契約締結日························平成28年１月12日 

合併の効力発生日······················平成28年４月 １日（予定） 

（注）本合併は、当社においては会社法第796条第２項に基づく簡易合併であり、キタムラビジネ

スソリューションにおいては会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも

株主総会の承認を得ることなく合併を行います。 

 

 (2) 本合併の方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、キタムラビジネスソリューションは解散いたします。 

 

(3) 本合併に係る割当ての内容 

当社 100％出資の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当て

はありません。 

 

(4) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 
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３.本合併の当事会社の概要（平成27年 ３ 月 31 日現在） 

(1) 
商 号 株式会社キタムラ 

（存続会社） 

株式会社キタムラビジネス 

ソリューション（消滅会社） 

(2) 本店所在地 高知県高知市本町４丁目１番16号 高知県高知市本町４丁目１番16号

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 浜田 宏幸 代表取締役社長 志村 健二 

(4) 事業内容 カメラ機器販売、プリント現像 経理総務事務代行業務 

(5) 資本金の額 2,852百万円 10百万円 

(6) 設立年月日 昭和18年５月８日 平成11年３月10日 

(7) 発行済株式数 17,918,252株 200株 

(8) 決 算 期 ３月31日 ３月31日 

(9) 

大株主及び 

持株比率 

株式会社キタマサ12.32% 

富士フイルム株式会社9.48% 

キタムラ従業者持株会 6.17% 

カルチュア・コンビニエンス・クラ

ブ株式会社 5.58% 

株式会社四国銀行 4.68% 

株式会社キタムラ 100.0％ 

(10) 

直前事業年度の 

経営成績及び 

財政状態 

(平成27年3月31日) 

株式会社キタムラ 

（連結） 

株式会社キタムラビジネス 

ソリューション（単体） 

純 資 産 19,664百万円 171百万円

総 資 産 64,720百万円 242百万円

１株当たり純資産 1,093円 96銭 856,226円 22銭

売 上 高 153,174百万円 425百万円

営業利益又は営業損失

（△） 
1,620百万円 △11百万円

経常利益又は経常損失

（△） 
1,898百万円 △８百万円

当期純利益又は当期純

損失（△） 
449百万円 △９百万円

１株当たり当期純利益

又は１株当たり当期純

損失（△） 

25円14銭 △48,043円 12銭

 

４．本合併後の状況 

本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありま

せん。 

 

５．今後の見通し 

本合併は、当社 100％出資の完全子会社との合併であるため、当社の連結業績への影響は軽微であり

ます。 

 

以上 


